
測量・調査・設計業者技術者名簿コード表（令和５年１２月１日適用）

１．測量・調査・設計業種コード

２．建設事務所コード

桑名 四日市 鈴鹿 津 松阪 伊勢 志摩 伊賀 尾鷲 熊野 準県内

０１ ０２ ０３ ０４ ０６ ０７ ０８ ０９ １０ １１ ２１

３．有資格者コード

　（１）測量業者

コード

１０１

測量業者 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 地質調査業者 建築士事務所等

２ ３ ４ ５

建　設　事　務　所

コード

コード １

資格区分 資　　格　　区　　分　　の　　内　　容

測　量　士 測量士
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　（２）建設コンサルタント

コード

２０１ ２３１  ２７１ ２６１

２０２ ２３２  ２７２

２０３ ２３３  ２７３

２０４ ２３４  ２７４ ２６２

２０５ ２３５  ２７５

２０６ ２３６  ２７６

２０７ ２３７  ２７７ ２６３

２０８ ２３８  ２７８

２０９ ２３９  ２７９

２１０ ２４０  ２８０ ２６４

２１１ ２３０ ２４１ ２８１

２１２ ２４２  ２８２ ２６５

２１３ ２４３  ２８３ ２６６

２１４ ２４４  ２８４ ２６７

２１５ ２４５  ２８５ ２６８

２１６ ２４６  ２８６

２１７ ２４７  ２８７

２１８ ２４８  ２８８

２１９ ２４９  ２８９

２２０ ２５０  ２９０

２２１ ２５１  ２９１

資格区分 資　　格　　区　　分　　の　　内　　容 左記コードと同時登録できないコード

技　術　士
　〔配置予定登録部
門は３部門に限る。〕

建設部門（選択科目 ： 河川、砂防及び海岸・海洋）

建設部門（選択科目 ： 港湾及び空港）

建設部門（選択科目 ： 電力土木）

建設部門（選択科目 ： 道路）

建設部門（選択科目 ： 鉄道）

上下水道部門（選択科目 ： 上水道及び工業用水道）

上下水道部門（選択科目 ： 下水道）

農業部門（選択科目 ： 農業農村工学）

森林部門（選択科目 ： 森林土木）

建設部門（選択科目 ： 都市及び地方計画）で登録し、造園部門の業務の実務経験者

建設部門（選択科目 ： 都市及び地方計画）

応用理学部門（選択科目 ： 地質）

建設部門（選択科目 ： 土質及び基礎）

建設部門（選択科目 ： 鋼構造及びコンクリート）

建設部門（選択科目 ： トンネル）

建設部門（選択科目 ： 施工計画及び施工設備及び積算）

建設部門（選択科目 ： 建設環境）

機械部門（選択科目 ： 機械設計、材料強度・信頼性、機構ダイナミクス・制御、熱・動力
エネルギー機器又は流体機器）

衛生工学部門（選択科目 ： 廃棄物・資源循環）

電気電子部門

水産部門（選択科目 ： 水産土木）
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２２２

２２３

２２４

衛生工学部門で登録した技術士で、かつ、計量法により環境計量士（濃度関係）として
登録した者

応用理学部門（選択科目 ： 物理及び化学）で登録した技術士で、かつ、計量法により、
環境計量士（騒音・振動関係）として登録した者

第１種下水道技術検
定合格者

日本下水道事業団法施行令の第１種下水道技術検定に合格後、５年以上の実務経験
者

3／10



コード

２３０ ２１１ ２４１  ２８１

２３１ ２０１  ２７１ ２６１

２３２ ２０２  ２７２

２３３ ２０３  ２７３

２３４ ２０４  ２７４ ２６２

２３５ ２０５  ２７５

２３６ ２０６  ２７６

２３７ ２０７  ２７７ ２６３

２３８ ２０８  ２７８

２３９ ２０９  ２７９

２４０ ２１０  ２８０ ２６４

２４１ ２１１ ２３０  ２８１

２４２ ２１２  ２８２ ２６５

２４３ ２１３  ２８３ ２６６

２４４ ２１４  ２８４ ２６７

２４５ ２１５  ２８５ ２６８

２４６ ２１６  ２８６

２４７ ２１７  ２８７

２４８ ２１８  ２８８

２４９ ２１９  ２８９

２５０ ２２０  ２９０

２５１ ２２１  ２９１

資格区分 資　　格　　区　　分　　の　　内　　容 左記コードと同時登録できないコード

 １級建築士 １級建築士の免許取得後、都市及び地方計画部門の業務で５年以上の実務経験者

 登録規程の技術管
理者
　〔登録部門の科目を
選択した技術士、都
市及び地方計画部門
で登録された建築士
及びＲＣＣＭを除く。〕

　〔配置予定登録部
門は、建設コンサルタ
ント登録規程の登録
部門及び別表２に掲
げる登録部門と密接
に関連のある１部門
までに限る。ただし、
登録部門と密接に関
連のある部門（１部門
に限る。）について
は、次ページのコード
（２６１～２６８）を使用
してください。〕

河川、砂防及び海岸・海洋部門

港湾及び空港部門

電力土木部門

道路部門

鉄道部門

上水道及び工業用水道部門

下水道部門

農業土木部門

森林土木部門

造園部門

都市及び地方計画部門

地質部門

土質及び基礎部門

鋼構造及びコンクリート部門

トンネル部門

施工計画、施工設備及び積算部門

建設環境部門

建設機械部門

廃棄物部門

電気電子部門

水産土木部門
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コード

２６１ ２０１ ２３１ ２７１

２６２ ２０４ ２３４ ２７４

２６３ ２０７ ２３７ ２７７

２６４ ２１０ ２４０ ２８０

２６５ ２１２ ２４２ ２８２

２６６ ２１３ ２４３ ２８３

２６７ ２１４ ２４４ ２８４

２６８ ２１５ ２４５ ２８５

資格区分 資　　格　　区　　分　　の　　内　　容 左記コードと同時登録できないコード

登録規程の技術管理
者の登録部門と密接
に関連のある部門

　〔配置予定登録部
門は、建設コンサルタ
ント登録規程の登録
部門及び別表２に掲
げる登録部門と密接
に関連のある１部門
までに限る。〕

河川、砂防及び海岸・海洋部門

道路部門

下水道部門

造園部門

地質部門

土質及び基礎部門

鋼構造及びコンクリート部門

トンネル部門
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コード

 ２７１ ２０１ ２３１ ２６１

 ２７２ ２０２ ２３２

 ２７３ ２０３ ２３３

 ２７４ ２０４ ２３４ ２６２

 ２７５ ２０５ ２３５

 ２７６ ２０６ ２３６

 ２７７ ２０７ ２３７ ２６３

 ２７８ ２０８ ２３８

 ２７９ ２０９ ２３９

 ２８０ ２１０ ２４０ ２６４

 ２８１ ２１１ ２３０ ２４１

 ２８２ ２１２ ２４２ ２６５

 ２８３ ２１３ ２４３ ２６６

 ２８４ ２１４ ２４４ ２６７

 ２８５ ２１５ ２４５ ２６８

 ２８６ ２１６ ２４６

 ２８７ ２１７ ２４７

 ２８８ ２１８ ２４８

 ２８９ ２１９ ２４９

 ２９０ ２２０ ２５０

 ２９１ ２２１ ２５１

資格区分 資　　格　　区　　分　　の　　内　　容 左記コードと同時登録できないコード

ＲＣＣＭ
 〔配置予定登録部門
は３部門に限る。〕

河川、砂防及び海岸・海洋部門

港湾及び空港部門

電力土木部門

道路部門

鉄道部門

上水道及び工業用水道部門

下水道部門

農業土木部門

森林土木部門

造園部門

都市計画及び地方計画部門

地質部門

土質及び基礎部門

鋼構造及びコンクリート部門

トンネル部門

施工計画、施工設備及び積算部門

建設環境部門

機械部門

廃棄物部門

電気電子部門

水産土木部門
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　（３）補償コンサルタント

コード

３０１ ３２１ ３３１

３０２ ３２２ ３３２

３０３ ３２３ ３３３

３０４ ３２４ ３３４

３０５ ３２５ ３３５

３０６ ３２６ ３３６

３０７ ３２７ ３３７

３０８ ３２８ ３３８ ３３９

３２１ ３０１ ３３１

３２２ ３０２ ３３２

３２３ ３０３ ３３３

３２４ ３０４ ３３４

３２５ ３０５ ３３５

３２６ ３０６ ３３６

３２７ ３０７ ３３７

３２８ ３０８ ３３８ ３３９

総合補償部門

総合補償部門

資格区分 資　　格　　区　　分　　の　　内　　容 左記コードと同時登録できないコード

登録規程の補償業務
管理者

土地調査部門

土地評価部門

補償業務管理士
土地調査部門

土地評価部門

物件部門

機械工作物部門

物件部門

機械工作物部門

営業補償・特殊補償

事業損失部門

補償関連部門

営業補償・特殊補償部門

事業損失部門

補償関連部門
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コード

３３１ ３０１ ３２１

３３２ ３０２ ３２２

３３３ ３０３ ３２３

３３４ ３０４ ３２４

３３５ ３０５ ３２５

３３６ ３０６ ３２６

３３７ ３０７ ３２７

３３８ ３０８ ３２８

３３９ ３０８ ３２８

資格区分 資　　格　　区　　分　　の　　内　　容 左記コードと同時登録できないコード

実務経験者等
土地調査部門

土地評価部門

物件部門

機械工作物部門

営業補償・特殊補償

総合補償部門（用地アセスメント）

総合補償部門（用地補償総合技術業務）

事業損失部門

補償関連部門
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　（４）地質調査業者

コード

技　術　士
４０１ ４０２ ４０３

４０２ ４０１ ４０３

４０３ ４０１ ４０２

４１１ ４１２ ４１３

地質調査技士 ４１２ ４１１ ４１３

実務経験者 ４１３ ４１１ ４１２

登録規程の技術管理
者（技術士を除く。）

地質概査、物理探査、総合解析

地質調査

資格区分 資　　格　　区　　分　　の　　内　　容 左記コードと同時登録できないコード

建設部門（選択科目 ： 土質及び基礎）、応用理学部門（選択科目 ： 地質）

建設部門（選択科目 ： 土質及び基礎以外）、水道部門、農業部門（選択科目 ： 農業農
村工学）、林業部門（選択科目 ： 森林土木）、応用化学部門（選択科目 ： 地質以外）で
登録し、地質調査で５年以上の実務経験者

登録規程の現場管理
者

地質調査
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　（５）建築士事務所等

コード

１級建築士 ５０１ ５０２ ５０３ ５１１ ５１２ ５１３ ５１４

５０２ ５０１ ５０３ ５１１ ５１２ ５１３ ５１４

５０３ ５０１ ５０２ ５１１ ５１２ ５１３ ５１４

５０４ ５１１ ５１２ ５１３ ５１４

５０５ ５１１ ５１２ ５１３ ５１４

２級建築士 ５１１ ５１２ ５１３ ５１４ ５０１ ５０２ ５０３

５１２ ５１１ ５１３ ５１４ ５０１ ５０２ ５０３

５１３ ５１１ ５１２ ５１４ ５０１ ５０２ ５０３

５１４ ５１１ ５１２ ５１３ ５０１ ５０２ ５０３

５２１

建築設備資格者 ５４１

５６１

左記コードと同時登録できないコード

１級建築士免許を取得後、８年以上の実務経験がある１級建築士

学会設備士
（公社）空気調和 ・ 衛生工学会が定める空気調和 ・ 衛生工学会設備士として登録され
た学会設備士

２級建築士免許を取得後、８年以上１３年未満の実務経験がある２級建築士

２級建築士免許を取得後、５年以上８年未満の実務経験がある２級建築士

２級建築士免許を取得後、５年未満の実務経験の２級建築士

資格区分 資　　格　　区　　分　　の　　内　　容

木造建築士 木造建築士

建築設備資格者として登録した建築設備士

１級建築士免許を取得後、３年以上８年未満の実務経験がある１級建築士

設備設計１級建築士

１級建築士免許を取得後、３年未満の実務経験の１級建築士

構造設計１級建築士

２級建築士免許を取得後、１３年以上の実務経験がある２級建築士
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